
「司法改革」への胎動
１９８８年頃から



ＪＲ有楽町でタクシーに乗っても
運転手が知らない最高裁。国立劇場の隣、と言うべし



「奇岩城」、「奇巌城」 とも称され、ドイツ
の城塞がモデルとも言われる。



最高裁判所と最高裁事務総局

日本の司法の頂点は？

最高裁判所長官
最高裁判所判事
最高裁判所裁判官会議
最高裁判所長官代行
裁判所裁判所長官代理
裁判所裁判所長官代理者

最高裁判所事務総局 事務総長
最高裁判所事務総局

矢口洪一・元最高裁長官は、
誰が最高裁か、という質問に、
当時の「事務総長名」を挙げ

たという記録がある



最高裁判所 判事室 園部逸夫・長官代行 （ １９９６年）



日本評論社 １９９０年・刊行

フランス・ベルギーに近いトリアーにある
ドイツ裁判官アカデミーにあるオリジナル

フランクフルト地方裁判所の外壁に
ある「人間の尊厳は不可侵である」



最高裁ウェブサイト
より

刑事訴訟

民事訴訟

裁判員裁判の模擬
写真は、ウェブサイト
には非掲載にみえる



１９９１年１２月刊行 １９９２年１月刊行１９９１年６月刊行

朝日新聞社 毎日新聞社 西日本新聞社



キューリンク判事夫妻 １９９１年１０月３１日～１１月１０日まで日本滞在
東京（最高裁訪問・大シンポジウム・法律時報対談ほか） → 札幌（札幌高裁・
北大・弁護士会シンポジウム） → 大阪（裁判官との討論会） → 福岡（福弁

講演会） →東京

外国の憲法裁判
所判事が、日本
の裁判所職員の
労働組合訪問

謎の外周（？）
の廊下（？）経
由で、全司法
労働組合の書

記局へ

園部逸夫・最高
裁判事訪問



１９９６年５月２２日
北海道大学

ファカルティハウス
エンレイソウ（延齢草）

この企画を実現するための最
高裁事務総局・札幌高裁との

滑稽なやりとりについて

園部逸夫（当時・最高裁長官代行）、今
村成和・元北大総長、厚谷襄兒教授
（元・公正取引委員会事務局長）ほか



「小さな司法」

ドイツ連邦憲法裁判所
キューリンク判事

「日本の司法は小さい」
（１９９１年発言）

札幌弁護士会と北大法学部の共同作業

札幌高裁長官訪問後、
北大法学部で特別講義



キューリンク判事講演会 福岡県弁護士会 主催
櫛田神社、大濠公園、懇親会（１９９１年１１月日）



日本の裁判官の団体・組織

青法協（裁判官部会）
日本裁判官懇話会

日本裁判官ネットワーク

判例時報社

２００５年



第２回・司法改革を考える裁判官の集い
（大阪ＹＭＣＡ会館）

日本経済同友会と共催

問題意識をもつ裁判官は、
日本の財界４団体の一つ、
日本経済同友会と交流を

持ち始める
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足下しか写せない時代： １９９８年９月５日
大阪府内
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１９９８年９月 今なら、一応、公開してもいいだろう
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１９９９年９月１８日
日本裁判官ネットワーク 発足 記者会見

新刊書 発表 （東京：法曹会館）

森野俊彦判事 浅見宣義判事

１
９
９
９
年
９
月





「司法改革」つぶし
と

「司法制度改革」

「司法改革」論議の本格化、いろいろな国民的運動も

市民による「裁判所ウォッチング」を、日本司法書士会や、
日弁連も支援

国際的な圧力、財界からの改革要請も

〔１９９０年代後半〕



原著
「開かれた親切な裁判所と行動する裁判官」
（判例時報 １９８８年４月～１９８９年１月）

著書
『人間の尊厳と司法権―西ドイツ司法改革に

学ぶ』（日本評論社、１９９０年）の影響

記録映画『日独裁判官物語』の撮影と影響（青
銅プロダクション）（１９９９年３月公開）



ドイツ労働総同盟に加盟する
行動的な労働組合運動をして
いるキューリンク連邦行政裁判
所判事が、ドイツ連邦憲法裁判

所判事になった



１９９７年の正月、木佐の本をネ
タにヨーロッパの裁判官と司法改
革を映画にしよう、と言ってきた弁
護士がいた。高橋利明氏（左）で

ある
監督を務めた片桐直樹氏（右）

ドイツでの撮影は、１９９８年１１
月のほぼまる１か月、連日の睡眠

３時間程度で行われた



１９９９年３月完成

1997～1998年 企画・募金・撮影

「ガラパゴス化」
は、もともと、日本
の司法の実情を
表現した用語

この司法制度改
革審議会の開始
年の１９９９年１月
２２日号『週刊金

曜日』（本多勝一）
の造語

その元となった
木佐講演、１９９８
年１２月２６日で

は、「ガラパゴス現
象」、「シーラカン
ス現象」と発言



ドイツの秋の１１月。ほとんど雨と曇天だった



普段、通勤に使わない道路で、無理矢理の反復撮影！

連邦憲法裁判所に入ったやり直しのため、リターン



リンバッハ・ドイツ連邦憲法裁判所長官

街頭インタビューも





日本の裁判への批判は高まっ
た。最高裁（事務総局）は、対策

を講じ始めた

ドイツの司法の紹介は誤り、一
方的である・・・と



（ア） 田代雅彦「ドイツの裁判所は開かれているか？」判例タイムズ１００９号
（１９９９年１１月１日号）４～７頁

（イ） ゲオルク・ヴェッゲ（安藤正樹・訳）「ドイツの裁判官から見た日本の司
法」判例タイムズ１０１３号（１９９９年１２月１５日号）４２～４４頁

（ウ） 『司法の窓』５６号（最高裁判所事務総局、２０００年５月発行）

（エ） 菅原雄二「一人の民事裁判官の思い」判例時報１７０５号（２０００年５月
２１日号）3～9頁

（オ） Ｈ・メンクハウス（在日ドイツ商工会議所法務部長・法学博士）／海老原
明夫（東京大学教授）／福田剛久（東京地方裁判所判事）／三村量一
（東京地方裁判所判事）／稗田雅洋（最高裁判所調査官）／
＜司会＞ 宮崎公男（東京地方裁判所所長代行）
「＜座談会＞日独司法の現状と課題―２１世紀の司法を目指して」判例
時報１７０８号（２０００年６月２１日号）３～２６頁（座談会は、２０００年４
月１１日実施）

司法制度改革審議会の審議開始（１９９９年７月２７日）
から８か月間にわたる『人間の尊厳と司法権』、記録映

画『日独裁判官物語』否定攻撃

最高裁事務
総局による



☆札幌家庭裁判所 ＢＧＭ、廊下に病院のような色
違いの案内テープ

☆東京家庭裁判所・東京簡易裁判所

☆大阪簡易裁判所（管理は、大阪高等裁判所）

その他のほぼ全部の裁判所

ラウンド・テーブル、観葉植物、絵画・・・今でもプ
ラスティック植物を置いている裁判所も

これらを、ドイツの裁判官に、日本の最高裁（事務
総局）が自主的に行ったと自慢する日本の東京しか
知らないエリート裁判官たち！！！

どれも、これも、木佐の論文の影響で、急遽行われたことばかり！！！

ドイツ人裁判官や法律家に、日本でもこんなに改革が行われています、と必死に説明



これが、「裁判」なのか？

｢現地見ないと、わからないじゃな
いか！」というドイツの裁判官



ドイツ連邦行政裁判所長官
ゼンドラー教授・博士

ライプチッヒへ移転する前の
ドイツ連邦行政裁判所＝
（旧・プロイセン行政裁判所）



ハガキの表裏に手書きで
書かれた訴状（？）
これも正式に受理

Ａ４サイズ １枚に殴り書き
の訴状 → 本案審理

オーストラリアからミュンヘ
ンに送りつけられていた

裁判所見学・インタビューを繰り
返すうちに、どうも、訴状も審理
の仕方も日本とは違うのではな

いか、と考えるようになった



１台は、裁判所の公用車。
２台目は、「職務共助

（Amtshilfe）」として、県庁
の公用車使用

自治体間の協議会などが、大学の会議室
を使って行われるのも、ごく普通のこと（税

金の無駄遣いを避ける。事前の調整）

２つ目の口頭弁論と３つ目の口頭弁論の
間に、近所のレストランで食事

現場に行ってみないと真実はわからないという裁判官たちの意識



朝７時、２台の車で裁判官らは出張法廷へ。臨時法廷は、被告役場の会議室

争
点
・
こ
こ
に
工
場
を
建
設
し
て
い
い
か



２つ目の口頭弁論。ここでのマ
ンション建設に住民は反対

住民も裁判官も歩いて近くの学校（ギムナジウム）
へ。１０歳くらいの子ども用の机・椅子で口頭弁論



休憩中に、地元テレビは関係者にインタビュー 辺りが暗くなってから、駐車場予定地の現場検証

法廷になった
のは、原告の
一員である、
地元の教会
のホール。ピ
アノも見える

弁論の全体を正面から撮影
する地元テレビ

弁論中も後ろからフラッシュ
をたいて撮影するマスコミ

ドイツのスポーツ・カー「ポルシェ」の工場の駐車場増設に反対住民が起こした訴訟



木佐が、ここの法壇の高さを１６.５センチと『人間の尊厳と司法権』６１頁に書いた

ので、「定規」を持って、ここへ測定に行かされた日本の裁判官がいた。間違って
いなかったので、事務総局から攻撃されずに済んだ。

待合室を
兼ねたロ

ビー

ギャラ
リーのよ

う

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
行
政
裁
判
所



こんな「絵画」も、行政裁判所
ロビーで、ごく普通に！



上級（高等）行政裁判所で開催
される講演と質疑

裁判所のロビーを利用して



ニーダーザクセン州 リューネブルク州上級行政裁判所 ヒアリングの２年後に講演の機会

コール政権最後の司法大臣になっ
たシュミット・ヨルツィッヒ教授

長官が司会して質疑普段は裁判所のロビー

法壇に食事が並ぶ



日本の最高裁（事務総局）
は、「司法制度改革」に、外
国の「内からの司法改革」
の影響を遮断することに、
わずか８か月で成功した



最高裁が国民に提供する統計の希薄化、提供情報の減少化

なんと、司法制度改革審議会が
始まった１９９９年より、『司法統計
年報』は、極端に薄くなった。

所収項目、データ量を減らした
理由などは、当時の資料が一切
残っていないので、不明である
（最高裁事務総局情報政策課統
計情報係。２０１５年１０月２日付
け）

１９６０年代末より、次第に、日本の司法内部のことは、
様々の事柄について、情報が出なくなってきた



「司法制度改革」後の「今」





２００４年春 第１期建設工事開始
「
司
法
制
度
改
革
」の
一
環
の
突
貫
工
事



２００５年春 第２期建設工事開始

翌
年
度
の
あ
っ
と
い
う
間
の
工
事



弁護士法人九州
リーガル・クリニッ

ク法律事務所

開 所

２００４年７月



ソウル市立大学校 法科大学院

法廷教室
法科大学院
専用図書室

定
員
・当
初
か
ら
５
０
人



名刺： 表

名刺： 裏

裁判員制度
も始まった



弁護士は苦境に！

東アジアの司法改革の動向を
見れば、このままではすまない

であろう



データ・統計などで見る
日本の司法の現状



longlowの日記 http://d.hatena.ne.jp/longlow/20151213/p1

1952年（昭和27年）から2014年（平成26年）までの新受件数の推移
※各新受件数は裁判所｜裁判所データブック2015の33頁から53頁まで（PDF）から抜粋。

※事件数はその年に全裁判所（簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所、家庭裁判
所）で新規に受理された事件数（訴訟数）で、既済や未済は含まれていません。

※民事・行政事件と家事事件は件数。※民事・行政事件と家事事件の「人事訴訟事件」には再審が
含まれていません。

民事・行政事件
２００３年ピーク



刑事事件

家事事件

１９５２年
～ ２０１４年

※刑事事件と少年事件は被告人及び少年の人数。刑事事件には「刑事訴訟事件」の再審を含む。



【地方裁判所】

第２－３ 民事・行政事件の新受事件の最近５年間の推移

http://www.courts.go.jp/app/files/toukei/162/008162.pdf

検索方法： 裁判所 → 司法統計 → その他 → グラフで見る司法統計情報



【表１】

地方裁判所 行政訴訟事件 新受件数（直近の例）

司法統計年報 法曹時報 事件数の差

2008年度 2,170 2,180 -10

2009年度 2,029 2,046 -17

2010年度 2,195 2,213 -18

2011年度 2,268 2,287 -19

2012年度 2,417 2,425 -8

2013年度 2,237 2,259 -22

2014年度 2,015 2,103 -88



同一年の同一事項について「９種類」の統計値がある！！！



台湾

韓国

日本

１９５２年～２０１４年
日本の行政訴訟新受件数は、
人口１００万人当たりでみて、

ほとんど増えていない

日本だけのグラフにすると

明治憲法ができて、東京に一審制
の行政裁判所があった頃と、事件

数はあまり変わらない

１８９０年～２０１４年

韓
国
・台
湾
の
民
主
化

日
本
の
終
戦

日
本
の
終
戦

明
治
憲
法
制
定

日本の数値は、
「心肺停止」

状態にみえる

最終的勝訴率は、明治時代より低い



出所：
①司法統計年報（1952年度～1967年度。1968年度以降、執行
停止統計非掲載）

②行政事件訴訟年鑑（1964年度～1968年度。1963年度以前
非掲載。以後、廃刊）

③法曹時報（1970年度より執行停止関係データ掲載）。

一
貫
し
た
執
行
停
止
件
数
の

統
計
は
、
存
在
し
な
い



執行停止
申立既済

件数
決定件数 認容 棄却･却下

決定事件
における執
行停止認
容率（%）

人口1,000
万人当たり
の執行停
止認容件

数

執行停止
申立既済

件数
決定件数 認容

棄却･却
下

決定事件
における
執行停止
認容率

（%）

人口1,000
万人当た
りの執行
停止認容

件数

1952 1144 14 1130 1.2% 1.63 1984 50 27 3 24 11.1% 0.25

1953 67 38 21 17 55.3% 2.41 1985 95 61 8 53 13.1% 0.67

1954 53 33 14 19 42.4% 1.59 1986 79 63 7 56 11.1% 0.58

1955 63 45 20 25 44.4% 2.24 1987 45 37 8 29 21.6% 0.66

1956 54 36 18 18 50.0% 1.99 1988 44 35 3 32 8.6% 0.25

1957 71 41 20 21 48.8% 2.20 1989 46 35 3 32 8.6% 0.24

1958 79 40 22 18 55.0% 2.39 1990 56 36 10 26 27.8% 0.81

1959 72 40 17 23 42.5% 1.83 1991 49 34 2 32 5.9% 0.16

1960 68 47 16 31 34.0% 1.71 1992 51 37 6 31 16.2% 0.49

1961 58 36 15 21 41.7% 1.59 1993 61 47 5 42 10.6% 0.40

1962 51 38 14 24 36.8% 1.47 1994 57 41 6 35 14.6% 0.48

1963 46 32 3 29 9.4% 0.31 1995 44 30 6 24 20.0% 0.48

1964 45 17 2 15 11.8% 0.21 1996 47 38 8 30 21.1% 0.64

1965 51 59 8 51 13.6% 0.81 1997 44 36 10 26 27.8% 0.80

1966 43 25 9 16 36.0% 0.91 1998 46 33 9 24 27.3% 0.72

1967 58 39 14 25 35.9% 1.41 1999 56 46 18 28 39.1% 1.44

1968 127 94 55 39 58.5% 5.46 2000 83 66 20 46 30.3% 1.59

1969 106 81 23 58 28.4% 2.25 2001 104 87 43 44 49.4% 3.42

1970 126 80 25 55 31.3% 2.42 2002 104 70 40 30 57.1% 3.17

1971 101 76 27 49 35.5% 2.59 2003 142 110 42 68 38.2% 3.33

1972 107 76 38 38 50.0% 3.59 2004 138 114 70 44 61.4% 5.55

1973 89 56 9 47 16.1% 0.83 2005 141 128 70 58 54.7% 5.55

1974 88 63 26 37 41.3% 2.38 2006 177 136 61 75 44.9% 4.84

1975 74 65 34 31 52.3% 3.06 2007 199 154 69 85 44.8% 5.47

1976 70 52 24 28 46.2% 2.13 2008 236 205 116 89 56.6% 9.21

1977 61 45 14 31 31.1% 1.23 2009 196 167 95 72 56.9% 7.55

1978 85 65 10 55 15.4% 0.87 2010 140 120 65 55 54.2% 5.14

1979 84 66 18 48 27.3% 1.56 2011 167 137 57 80 41.6% 4.52

1980 80 56 17 39 30.4% 1.46 2012 211 170 69 101 40.6% 5.48

1981 64 51 16 35 31.4% 1.37 2013 163 127 27 100 21.3% 2.15

1982 83 61 17 44 27.9% 1.44 2014 273 237 47 190 19.8% 3.75

1983 59 46 11 35 23.9% 0.93

悲惨な日本の行政訴訟 執行停止の実態

行
政
事
件
訴
訟
法
が
制
定
・施
行
さ
れ
た
年



事務総局には、裁判所職員実数の統計も存在していない、と言っていたが、
韓国・台湾では母国語・英語でも実数が開示されていると主張した結果、相
当の日数を経て、やっと開示された日本の裁判官実数。これにより、内閣府

データも変更を迫られた。



女
性
の
裁
判
官
は
着
実
に
増
え
た
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
裁
判

官
の
総
数
は
変
化
が
な
い
。
こ
れ
っ
て
、
変
で
は
な
い
か
？



２０１５年１
２月２５日

内閣府男
女共同参
画局ウェブ
サイトが改

訂

裁判官数
が大幅に

減った（こと
になった）

内閣府担当係長との共同作業の成果。まったくイレギュラーな数値の変化である
「平成２６年１２月以降、基準月と計上方法を変更した。」とある。

男性裁判官
だけが２４３
人も減った。

この減った裁
判官がどう

なっているか
は、今日は、

話さない

新しい
矛盾
が！



台湾の司法 裁判所

東アジアの司法 を見る





２０１６年２月１８日現在



台湾の司法院（憲法裁判所）判
事 女性３名

（２００５年１０月現在）



全７８頁 １９９９年

日
本
の
参
議
院
法
務
委
員
会
で
参
考
人
と
し
て
全
議
員
に
提
供

→
無
意
味

１９９９年５月１８日
司法制度改革審議会設置法 審議



台北高等行政法院 （２００５年訪問時）



受付票交付機法廷（法庭）
訴訟の受付窓口、相談窓口ドイツ型の裁判官との対面型に驚いた



台北高等行政法院 事務室 （２００５年当時）



台中高等行政法院

（新）台北高等行政法院

オープニング行事

いずれもウェブサイト
より引用



ト
ッ
プ
・ペ
ー
ジ９階建て。２９,５３０㎡

台北高等行政法院
の新築

廊下 と 大ホール

２０１４年 運用開始

いずれもウェブサイト
より引用



（新）台北高等行政法院

いずれもウェブサイト
より引用

法廷が、旧・高等行
政法院と異なり、原
告・被告が向かい合
う形態。全法廷がそ
うか、形態を変えた

意味は不明



裁
判
所
の
玄
関
・敷
地
内
で
抗

議
行
動
や
勝
訴
の
ア
ピ
ー
ル



家
庭
に
光
を

少
年
に
愛
を

清
水
寺
貫
主

大
西
良
慶

毫

事務室から、「撮影は
ダメ！」と出てくる

京都家庭裁判所内の「糺の森」に連なる
紅葉が色付き，庁舎内を流れる泉川に
映える，全国でも有名な「森と川のある

裁判所」としての京都家庭裁判所の景観
を存分に味わっていただける時期です。

京都家庭裁判所 母子像

京都家裁の紅葉見学案内サイト より



２００５年 台湾の司法改革への貢献に
より、国賓として招待を受けた（２０１６年
２月１３日に逝去したアメリカの連邦最
高裁判所スカリア判事に次いで２人目）

司法院・院長 翁岳生教授祝壽論文集 計３冊
本文のみで、２,９８６総頁

学界と裁判実務の近さを感じさせる。副院長は後に写真

前に先導
警備車



台湾の自治体法務
法務局・法制局

東アジアの自治体法務を見る



台
北
市
法
務
局

訴
願
審
理
庭
で
ヒ
ヤ
リ
ン
グ

「
廷
」
で
は
な
く
「
庭
」



「日台の地方分権について」
台湾中央警察大学（文部省所管） 講演・討論会

受講生は、将来の台湾警察の高級幹部

大
学
の
中
庭
・
国
花
は
、「
梅
」

元
・司
法
院
副
院
長
の
城
仲
模
教
授



台湾・高雄市法制局（スタッフの半数は法曹有資格者）



今回、地震が
起きた台湾南
部の大都市・

高雄市

法制局スタッフ
の半数は、法
曹資格をもつ

パーマネントの
職員

法制加給制度
があり、一般

職員より６％程
度報酬が高い

１０頁くらいの冊
子は、日本語版





韓国の司法 裁判所

東アジアの司法 を見る



韓国 セマングム干潟

の干拓事業中止を求めた動き

市民団体による工事差し止め申請に対して、2003年７月15
日、ソウル行政裁判所により、本訴訟の判決が出るまで、
一切の防潮堤工事を中止せよとの決定が出された。

ＥＮＶＩＲＯＡＳＩＡ 日中環境
情報サイト より

セマングム干拓事業で出現した全長３３キ
ロの防潮堤。左側が造成される

2008.11.16  

２００６年に最高
裁によって訴え
が退けられ、工
事が再開した。



行政訴訟の欠陥を補う憲法裁判制度

参照： 趙元済『行政救済
―日・韓の制度と現状』
（信山社、2003）全598頁

権利救済の「死角」をなくそうとしてきた

韓国の実践



朝日新聞 ２００６年８月１７日 朝刊

大韓民国 憲法裁判所



オレンジがソウル行政裁判所 緑がソウル家庭裁判所 外国人専用カウンターも



道
路
沿
い
に
目
立
つ
よ
う
に

ソウル地方行政法院 と ソウル家庭裁判所



ソウル行政法院への訪問を心より歓迎します。

ソウル行政法院は、行政庁の違法な処分、その他の公権力の行使•不行

使等による国民の権利または利益の侵害を救済し、公法上の権利関係ま
たは法の適用に関する紛争を解決するための専門法院です。

国その他の行政庁が国民の生活に関与する領域の拡大にあわせ、難民
や住宅再開発、再建築など社会的関心を集める行政領域が急速に広が
る状況の中で、ソウル行政法院は、専門性を強化する努力を継続するとと
もに、国民に身近な法院の姿を示すことができるよう様々なプログラムに
取り組んでいます。

〔
仮

訳
〕



ソウル地方行政法院とソウル家庭裁判所合同庁舎の中庭にある像
前後から、あるいは、左右のどちらから見ても、前を向く人の姿に見える

裁判所事務室の全職員の配置と
写真（多分、肩書きも書いてある

だろう）





長時間の「口頭弁論」用
の（隠し？）スリッパ

消臭・除湿用（？）の木炭



裁判長席から上映操作をして説明 裁判件数などの増加？



ソウル地方行政法院にて、
２０１５年１０月入手

『障害者司法支援のためのガイド
ブック』（日本語版）

（２０１５年９月発刊。全１４３頁）
韓国の裁判所（法院行政処）発行

執筆者
責任者： 地裁部長判事

その他の執筆者：

８名が判事、３名が法院事務局（行
政処）司法支援審議官

目次、序論のほか、障害者司法
支援に関する法的根拠が憲法より
始まって、民訴法、刑訴法、「障害
者差別禁止法」、その他の法令ま
であり、各司法手続ごとの司法支

援策が詳細に書いてある。



ソウル地方行政法院
外国人専用受付窓口

ソウル家庭裁判所
（同一庁舎内）

各種書式

家裁受付



裁判長は、書記官たち
とピース！

裁判長室の隣室
に陪席裁判官室

裁
判
長
室



家族の写真をデスク上に。ドイツ的

受付前には、多数の行政訴訟の書式 ７割程度の訴状は電子提出。紙の訴状は、受
付と同時にスキャンしてＰＤＦに

自分で訴状を埋めている市民



韓国の通常裁判所
（釜山・ブサン）

法廷は、両当事者が裁判官と対面型（２００５年頃？）



国際的視野・見識をもつ
裁判所・裁判官の必要性

世界の裁判官の世間は？



日本裁判官協会

最高裁事務総局は、こう言う
ＡＪＪ （Association of Japanese Judges）

しかし、

国際裁判官協会本部の参加団体リストには、
http://www.iaj‐uim.org/member‐associations/

JAPAN (Nihon Saibankan Kyokai)
となっている

ただし、別のページにはＡＪＪも見つかった！



日本の裁判官の国際的活動は？

韓国や台湾の最高裁判所（大法院・司法院）のウェブサイトでも、裁判
官の国際交流や国際派遣・活動は活発に報道されている

２０１６年１月現在、８４の国・地域
の裁判官団体が加盟

外国の裁判官の活動は、「国際裁判官協会（連盟）」のウェブ
サイトや各国の裁判官団体のウェブサイトで一目瞭然



ド
イ
ツ
・バ
イ
エ
ル
ン
州

上
級
行
政
裁
判
所

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

外
国
で
は
裁
判
所
の
幹
部
職
員
・電
話
・フ
ァ
ク
ス
・電
子
メ
ー

ル
Ｉ
Ｄ
の
掲
載
は
、
今
で
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
。
日
本
で
は
、

連
絡
は
非
常
に
困
難
。
フ
ァ
ク
ス
も
電
子
メ
ー
ル
も
無
理





１９８７年 ドイツ裁
判官連盟 総会

（世界各国から裁
判官ゲスト）

国際裁判官協会・会長
（当時・アイルランド）

ドイツ裁判官連盟議長
（高裁判事・医療専門部）

なぜか、木佐が
日本代表



Member Associations 
LIST OF THE 84 NATIONAL ASSOCIATIONS OR 
REPRESENTATIVE GROUPS
MEMBERS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
JUDGES IN 2015/2016

International Association of Judges

ここでは、ＡＪＪ
（Association of Japanese 

Judges）

ここでは、ＮＳＫ（Nihon 
Saibankan Kyokai）

アナロ・グループ（注： アナロ
グ・グループではない）

正式加盟団体名

国際裁判官協会



国際裁判官協会（連盟）
２０１５年総会 バルセロナ

2014年総会 フォス・ド・イグアス

ブラジルで、パラグアイ、アルゼ
ンチンとの国境の町

日本人の裁判官がいる？

International Association of Judges



第５８回 国際裁判官協会 年次総会（２０１５年・バルセロナ）全員集合！

日本人の裁判官、見つかりますか？



東アジア各国は、
最高裁判事らも
理事。日本側は
大学研究者のみ

が理事

善し悪しは別として、
東アジア各国は、アト
ラクション付き。日本
開催の場合は、研究
者が基本的に動くの
で、接待は難しい。予

算もない。



ソウル大・行政法・崔教授 台湾・司
法院・副院長・城仲漠教授

東アジア行政法学会・総会や懇親会



ドイツ・ニーダーザクセン州
ブラウンシュヴァイク市で開催

参加者１,０００人。公開シンポ、
総会では市民も発言可



世界各国から裁
判官（団体）を招

待

もっとも遠来の
ゲストとして木

佐の紹介

５月の大会の記
録を秋には発刊

ＩＳＢＮあり

全２８９頁



Ｋ Ｋ Ｄ 行 政

勘（Ｋ）と経験（Ｋ）と度胸（Ｄ）
による行政

これは、木佐からすれば、「法治主義」行政ではないという
意味で、批判の対象であったが、今では、このような職員も

少なくなったのではないか。

法教育との関係



九大・箱崎地区にいて、
良かったこと！



九大で良かったこと 平日に配達してくれる ３５０円の弁当



全部、３５０円



定年直前：
２０１６年２月１９日（金） の ３５０円 弁当



情報公開、「まちづくり」なども含めて、住民が積極的
な活動をしてできることは数多いが、本当は、長期的
な視野に立って、「官僚制改革」（自治体も地方六団
体も各種協議会などの人事も）、法教育・政治教育の
見直し、事務総局の解体も含めた新しい「司法改革」

の道しかないのではないか？


